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令和６年度処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲに係る賃金改善計画書等の提出について（依頼） 

 

 

 平素は、本市子ども・子育て支援施策にご協力を賜りありがとうございます。 

令和６年度処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲに係る賃金改善計画書等につきまして、次のとおり提出をお願い

いたします。今年度より計画・実績報告の手続の簡素化を図ることとされ、一部の施設においては「賃金

改善計画書」の作成及び提出が不要となり、「賃金改善に係る誓約書」をご提出いただくこととなります。

つきましてはクラウド環境「キントーン」にて作業及び作成をお願いいたします。 

今回の依頼が年度末近くの依頼となり、ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。 

 

 

記 

 

 

１ 提出書類 

 （ア）賃金改善計画書の提出が不要な施設 

① 令和６年度賃金改善にかかる誓約書 

 

 （イ）賃金改善計画書の提出が必須の施設 

① 令和６年度賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅰ）【別紙１】 

② 賃金改善明細（職員別表）【別紙１別添１】 

③ 令和６年度賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅱ）【別紙２】 

④ 副主任保育士等に係る賃金改善について【別紙２別添１】 

⑤ 職務分野別リーダー等に係る賃金改善について【別紙２別添２】 

⑥ 法定福利費等の差額調整分に係る賃金改善について【別紙２別添３】 

⑦ 令和６度賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅲ）【別紙３】 

⑧ 処遇改善等加算Ⅲにかかる賃金改善内訳（職員別内訳）【別紙３別添１】 

 



２ 賃金改善計画書の提出要否の判断基準 

  （ア）賃金改善計画書の提出が不要の施設 

令和５年度に処遇改善等加算の適用を受けている施設で、「賃金改善に係る誓約書」を本市に提出

するとともに、職員に対しても周知している施設。 

 

（イ）賃金改善計画書の提出が必須の施設 

   ・令和５年度に処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲうちの適用を受けていない加算について、令和６年度処

遇改善等加算の申請をする施設 

・新規開設施設 

・（ア）の誓約書を提出しない施設 

 

 提出書類の判断例 

 例１ 

 加算の種類 令和５年度 令和６年度   提出書類 

処遇改善等加算Ⅰ 適用 申請する 

⇒ 賃金改善に係る誓約書 処遇改善等加算Ⅱ 適用 申請する 

処遇改善等加算Ⅲ 適用 申請する 

  

 例２ 

 

 

 

 

 

   ※令和５年度に不適用だった処遇改善等加算Ⅱを令和６年度に申請するため、賃金改善計画書が

必須です。 

 

３ 作成方法 

キントーンアプリ「2090_処遇改善等加算賃金改善計画書及び誓約書」にて必要書類の作成及び提

出をお願いいたします。作成の際は、キントーン画面上の記載をご確認ください。 

なお、施設ごとにご提出いただく書類が異なるため、令和５年処遇改善等加算にかかる実績報告書

及び令和６年度処遇改善等加算に係る見込み額をもとに、提出書類をキントーンアプリに登録して

います（令和７年１月 10日時点）。提出書類については、キントーンでご確認ください。 

現在、令和５年度の処遇改善等加算に係る実績報告の審査を行っております。実績報告の審査の結

果、令和５年度の処遇改善等加算が不適用になった施設については、令和６年度賃金改善計画書をご

提出いただく必要があります。賃金改善計画書の追加提出が必要となる場合は本市から連絡いたし

ます。 

 加算の種類 令和５年度 令和６年度   提出書類 

処遇改善等加算Ⅰ 適用 申請する 

⇒ 賃金改善計画書 処遇改善等加算Ⅱ 不適用 申請する 

処遇改善等加算Ⅲ 適用 申請する 



４ 提出方法 

  「賃金改善計画書」又は「賃金改善にかかる誓約書」はキントーン上で提出してください。 

     

５ 提出期限 

令和７年２月７日（金）17:00 締切厳守 

 

６ 処遇改善等加算にかかる分配可能職員について 

  国および本市の補助事業について、各処遇改善等加算の配分の可否については別紙の通りです。各

補助事業等を担当する職員に分配を行う場合は、必ず各補助事業の要綱等をご確認いただいたうえで、

配分方法に問題がないかご判断いただきますようお願いいたします。仮に誤って分配を行った場合、当

該加算を使用した経費（賃金改善額）としてカウントできず、補助金等の返還が発生する場合がありま

すので、ご留意ください。 

 

７ 研修要件 

 ・令和６年度より研修要件が次のとおり変更されます。必要な研修を修了していない方に配分を行う

ことはできません。なお令和６年度中に研修要件を満たした翌月から、配分を行う場合は、実績報告に

て報告願います。研修要件の詳細については、「令和４年 12月７日付府子本第 1017号４初幼教第 23号

子保発 1207第 1号 施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱに係る研修修了要件について」等にてご

確認ください。 

 

令和６年度 

副主任保育士、 

専門リーダー 

職務分野別 

リーダー 

中核リーダー、 

専門リーダー 

若手リーダー 

修了すべき研修 ２分野以上 １分野以上 30時間以上 15時間以上 

 

８ 留意事項 

 ・処遇改善等加算Ⅰ～Ⅲを実施する施設について、当該計画書又は誓約書を提出しない場合は「要件不

足」となり、加算等が不適用になります。その場合は令和６年度支給分を全額返還いただきます。必ず

提出期限までにご提出ください。 

 ・作成方法等質問がある場合は、キントーンのコメント欄よりお願いいたします。 

・各処遇改善等加算について申請を行っていない場合は、提出は必要ありません。 

（連絡先） 

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課（認可給付ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 

担当：吉川・岩井 

ＴＥＬ：06-6208-8277 

ＦＡＸ：06-6202-9050 


